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（2025/12/18） 

所沢市保健所整備コンストラクション・マネジメント業務委託 公募型プロポーザル実施要項 

 

 本要項は、所沢市保健所整備コンストラクション・マネジメント業務委託に係る事業者の選定に

あたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものであり、以下の通り業務提

案を募集する。 

 

１ 業務及び公募型プロポーザルの目的 

本業務は所沢市保健所整備事業（以下「本事業」という。）において、本市が求める機能や諸条

件等を余すことなく成果物に反映し、円滑に事業を進行させるために、 本市が行う所沢市保健所

整備工事基本設計から施工完了・開所に至る一連の事業管理業務に関し、直接的又は間接的支

援を委託するものである。 

本募集は、本業務の受注者を選定するにあたり、本市の業務方針や意向を十分に理解したうえ

で、高い技術力や豊富な経験を有する技術者を特定するために実施するものである。 

 

 

２ 業務概要 

（１）本委託の概要 

① 委託業務名称 所沢市保健所整備コンストラクション・マネジメント業務委託 

② 発  注  者  所沢市長 小野塚 勝俊 

③ 履 行 期 間 契約締結の日から令和 9 年 7 月３０日までとする。 

④ 業 務 概 要 本事業における基本設計業務発注支援から基本設計マネジメント業務及び

（今後想定する）DB 事業者選定に伴う発注・契約支援業務 （業務内容につ

いては、「所沢市保健所整備コンストラクション・マネジメント業務委託仕様

書（A）」による。） 

⑤ そ  の  他  DB 事業者との契約締結後、実施設計から開所に至るまでのマネジメント業

務を想定する。（想定業務内容については、「（仮）所沢市保健所整備コンス

トラクション・マネジメント業務委託仕様書（B）」による。） 

 

（２）計画事業の概要 

① 事業名称   所沢市保健所整備事業 

② 事業内容   所沢市保健所設置基本計画に基づき、保健所（動物愛護管理センター含む）

を建設し、駐車場を含む外構整備等、開所に必要な整備を行う。 

③ 建設予定地 所沢市並木六丁目 4 番地の 1 の一部（予定） 

④ 規模      延床面積約 5，5００㎡（予定） 

⑤ 概算事業費 約 62．9 億円（税込） 

※保健所建設に係る概算事業費は、令和７年７月時点における本市による試

算であり、設計費、施工費、外構費、工事監理費を見込む。 
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⑥ 完了予定  令和 11 年１２月 28 日までに建設工事を完了し、令和 12 年 4 月 1 日より開

所。 

          ※想定する全体事業スケジュールは、別紙「（参考）保健所整備スケジュール」

を参照 

 

 

３ 事務局 

本業務に関する事務局及び問合せ先は、次のとおりとする。 

住 所 〒３５９‐８５０１ 埼玉県所沢市並木一丁目１番地の１ 

名 称 所沢市 健康推進部 保健医療課 保健所準備室 

ＴＥＬ ０４‐２９９８‐９３８５ 

ＦＡＸ ０４‐２９９８‐９０６１ 

e-mail k90101@city.tokorozawa.lg.jp 

※書類の提出等で来庁する場合は、事前に事務局へ連絡をすること。（土日・祝日を除く） 

 

 

４ 提案上限金額 

総額 金 76,340,000 円（消費税及び地方消費税含む）以内 

※以下それぞれの金額を超えた提案は無効とします 

 （内訳） 

  基本設計事業者選定段階                        3,300,000 円 

基本設計段階                              30,140,000 円 

DB 事業者選定準備段階及び DB 事業者選定段階      42,900,000 円 
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５ スケジュール（予定） 

  

 

 

６ 参加資格要件等 

（１）参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者（以下「参加者」という。）は、次の ①から⑨までの参

加資格要件を全て満たす単体企業とする。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

② 令和７・８年度所沢市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

③ 参加申込の書類及び業務提案書の提出から本業務の契約の相手方を決定するまでの期

間について、本市の入札参加停止を受けていないこと。 

④ 国又は地方公共団体の支援業務を行うコンストラクション・マネジャー（以下「ＣＭｒ」 とい

う。）として、以下のアに記す業務（以下「ＣＭ業務」という。） の内、いずれかの段階につい

て、同種業務（本要項８（６）③アに定める部分、 以下同じ）に伴うＣＭ業務を行った実績（平

成２８年１月１日以降に受注し、既に完了あるいは令和８年３月３１日完了見込みのもの）が３

件以上あること。 

ア 設計者選定、設計、発注、施工のいずれかの段階において、技術的な中立性を保ちつつ

発注者の側に立った、設計者選定支援、設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管理

などの各種マネジメント業務 （２０２０年 国土交通省「地方公共団体におけるピュア型Ｃ

Ｍ方式活用ガイドライン」参照）  

⑤ 日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネジャー資格（以下
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「ＣＣＭＪ」という。）を有している者または一級建築士の免許を取得している者が２名以上所

属していること。 

⑥ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一級建築士事務所の登録を受

けていること。また、建築士法第１０条第１項の規定による処分を受けている者が所属してい

ないこと。 

⑦ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続き開始の申

立をした者又は同条第２項の規定に基づく再生手続き開始の申立をされた者。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続開始の申立

をされた者。 

⑧ 所沢市暴力団排除条例（平成２４年条例第３２号）第２条に定める暴力団員等、暴力団員等

の配偶者（暴力団員等と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻

関係と同様の事情にあるものを含む。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 

⑨ 本市が別途発注する「所沢市保健所整備基本設計業務委託」の参加者（（応募者）協力会

社を含む）及びこれと資本関係又は人的関係のある者でないこと。 

※資本関係とは、①親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号。以下同じ）と子

会社（同条第３号。以下同じ）の関係にある場合、及び②親会社を同じくする子会社同士

の関係にある場合をいう。 

※人的関係とは、①一方の会社の役員が他方の役員を現に兼ねている場合、②一方の会

社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合及び③所沢市入札参加資格者

名簿において、一方の会社の契約締結権者が、他方の会社の契約締結権者を現に兼ねて

いる場合をいう。 

 

（２）業務実施上の条件 

本業務の実施にあたっては、次の条件を満たすものとする。 

① 業務の再委託 

契約の履行の全部または主要な部分を一括して再委託してはならない。ただし、全体として

の本業務の遂行に支障が生じない範囲で、本業務の主要な部分以外の一部を再委託する

場合には、発注者から書面による承諾を得るものとする。  

② 管理技術者の資格及び要件 

本業務の技術的管理を行う者として管理技術者を配置すること。 

管理技術者は、受注者の従業員であり、ＣＣＭＪ及び一級建築士の資格を有し、建築工事に

おいて発注者の業務支援を行うＣＭｒとして、国又は地方公共団体が発注する公共施設の

新築又は改築におけるＣＭ業務の内、いずれかの段階の業務に携わった実績がある者であ

ること。  

③ ＣＭ業務を担当する各分野の主任担当者の資格及び実績要件 

以下の要件・資格を有するもので、国又は地方公共団体が発注する公共施設の新築又は

改築におけるＣＭ業務の内、いずれかの段階の業務に携わった実績のある者であること。 
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 ア 建築（総合） 

要件：受注者の従業員であること 

資格：一級建築士及び CCMJ の資格を有する者 

イ 建築（構造） 

資格：構造設計一級建築士の資格を有する者 

ウ 電気設備 

  資格：設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者 

エ 機械設備（給排水衛生・空調換気） 

 資格：設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者 

オ 建設コスト管理 

 資格：建築コスト管理士又は建築積算士の資格を有する者 

カ 工事施工計画  

資格：一級建築施工管理技士の資格を有する者 

キ 入札契約計画  

資格：CCMJ の資格を有する者 

④ 管理技術者及び建築（総合）主任担当者の他分野主任担当者との兼務は認めない。 

⑤ 提出書類に記載した管理技術者及び各主任担当者は、原則変更できない。ただし、病症、

死亡又は退職等の特別な理由による変更（速やかに後任者を選任すること）であり、かつ、

変更後の者について、同等以上の技術を有する者であることの承諾を発注者から得た場合

は可能とする。 

なお、本市が、当該業務の管理技術者並びに主任担当者を不適切と判断した時は、受注者

と協議のうえ、担当者等の変更を要請する場合がある。 

 

（３）参加等に対する制限 

本業務を受注した者（協力会社を含む。）及びこれと資本関係又は人的関係のある者は、今

後本市が別途発注を想定する DB 事業者となることはできない。 

※資本関係とは、①親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号。以下同じ）と子会社

（同条第３号。以下同じ）の関係にある場合、及び②親会社を同じくする子会社同士の関係に

ある場合をいう。 

※人的関係とは、①一方の会社の役員が他方の役員を現に兼ねている場合、②一方の会社の

役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合及び③所沢市入札参加資格者名簿にお

いて、一方の会社の契約締結権者が、他方の会社の契約締結権者を現に兼ねている場合を

いう。 

 

 

７ 実施要項、様式等の配布 

（１）配布期間 

令和７年１２月１８日（木）から令和８年１月１６日（金）午後５時まで 
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（２）配布方法 

本市のホームページに掲載するので、必要に応じてダウンロードすること。 

 

 

８ 参加申込書類及び業務提案書 

「６ 参加資格要件等」を満たし、本業務の公募型プロポーザルに参加する場合は、次の必要書

類を提出するものとする。 

（１）提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

③ 参加者資料（様式３～５-８をまとめ、クリップ等で留めること。）  

ア 参加者に所属する有資格者数（様式３） 

イ 参加者の業務実績（様式４） 

ウ 管理技術者の経歴等（様式５-１） 

エ 各業務主任担当者の経歴等（様式５-２～８） 

④ 参加者の実績、管理技術者等の資格及び実績の確認資料（クリップ等で留めること。） 

⑤ 参考見積書 

ア コンストラクション・マネジメント業務（A）に係る見積（様式６-１）及び 

積算内訳書（任意様式） 

イ （仮）コンストラクション・マネジメント業務（B）に係る見積（様式６-２） 

⑥ 業務実施方針（任意様式） 

⑦ テーマ別業務提案（任意様式） 

 

（２）提出部数 

①、②、④、⑤ 各１部 

③、⑥、⑦ 正本１部（クリップ等留め。）及び副本１５部（各部毎に左上１箇所ホチキス留め。） 

       ※正本がカラーの場合は、副本もカラーとする 

       ※⑥、⑦の正本には鑑書（様式８）を付けること 

 

（３）提出方法 

持参または郵送（書留郵便に限る）により提出すること。 

持参の場合は、土日・祝日を除く午前９時から午後５時までとする 

郵送の場合は、提出期限までに必着とすること。また、到着の有無について、提出先へ確認す

ること。 

 

（４）提出期限 

①、②  令和 8 年１月１６日（金） 
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③～⑦ 令和 8 年１月２６日（月） 

 

（５）提出先 

「３ 事務局」に記載する、本業務の事務局に提出すること。 

 

（６）提出書類の記入上の留意事項 

① 提出書類作成上の注意事項（共通） 

ア 使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法

に定める単位とする。記入する情報の基準日は、令和７年１２月１８日時点とする。 

イ 副本には、提案者を特定することができる内容（社名など）の記載は行わないこと。 

② 参加者に所属する有資格者数（様式３） 

対象となる資格はＣＣＭＪのほか様式に記載のとおりとする。 

③ 参加者の業務実績（様式４） 

 以下のアに該当するＣＭ業務の業務実績を３件以上５件以内で記入すること。なお、記入し

た業務については、契約書の写し、業務の完了が確認できるものの他、用途、規模等が同種

業務に該当することが正確に確認できる資料等を参考資料として添付すること。 

なお、参考資料中に守秘義務等があり開示できない部分がある場合は、開示できない部分

を削除（塗潰し）したうえで添付すること。 

ア 同種業務 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律 第１２７号） 

第２条第２項に定める公共工事」若しくは「医療法（昭和２３ 年法律第２０５号）第３１条に定

める公的医療機関」、「国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国

立大学法人」「地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立

大学法人」が発注する工事で、延床面積５，０００㎡以上の建築物（事務所機能が含まれる

ものに限る。）の新築又は改築に伴って行われたＣＭ業務のうち、平成 2８年１月１日以降に

受注し、既に完了（各段階の一部が完了でも可とする。）あるいは令和８年３月３１日完了見

込みのもの 

④ 管理技術者及び各業務主任担当者の経歴等（様式５-１～８） 

 業務の実績については、③参加者の業務実績に準じて記入すること（ただし、記入数は１件

以上３件以内）。 

⑤ 参考見積書の注意事項（様式６-１～２） 

ア コンストラクション・マネジメント業務（A）に係る見積については、基本設計事業者選定

段階、基本設計段階、DB 事業者選定準備段階及び DB 事業者選定段階毎の金額が分か

るように記載すること。 

また、積算内訳書には、各段階に係る人工数・職種区分（主任技師等）を明示すること。 

なお、「４ 提案上限金額」に記載する金額（内訳ごと）を超えた提案は無効とします。 

イ （仮）コンストラクション・マネジメント業務（B）に係る見積については、実施設計から開所

に至るマネジメント業務（業務内容については「（仮）所沢市保健所整備コンストラクション・
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マネジメント業務委託仕様書（B）」による。）に関し、令和８年１月時点での金額を記載するこ

と。 

⑥ 業務実施方針 

業務実施方針は、次のア～ウの３項目トータルを、Ａ３判片面１枚で簡潔に記載すること。 

ア 本業務に対する提案者の取組方針と体制 

イ 業務担当チームの特徴 

ウ 本業務の実施手法、特に配慮する事項 

⑦ テーマ別業務提案 

テーマ別業務提案は、テーマ毎に区切り、Ａ４判片面１枚～２枚（A３判片面１枚）で簡潔に

記載すること（トータルで、最低分量はＡ４判片面３枚（A３判片面１枚＋Ａ４判片面１枚）、最

高分量は A３判片面４枚）。なお、作成にあたっては、「所沢市保健所設置基本計画」を十分

に理解した上で行うこと。 

【テーマ１】 令和１２年４月１日の保健所開所目標を達成するための設計・施工（※）、事業者

選定の各段階における進行管理のポイントについて 

※実施設計、施工段階、開所準備段階にも言及すること 

【テーマ２】 設計・施工（※）の各段階における、開所後の維持管理まで見据えたコスト及び

品質管理のポイントについて 

※実施設計、施工段階、開所準備段階にも言及すること 

【テーマ３】 昨今の公共事業における不調リスクを踏まえた DB 事業者選定（事前準備含

む）におけるプロセス及び選定支援のポイントについて 

【テーマ４】 自由提案 

⑧ 業務実施方針及びテーマ別業務提案の共通事項 

提案は文章での表現を原則とし、文字の大きさは原則１２ポイント以上とすること。文章を補

完するために必要な概念図や表、イメージ図等を使用し、考え方をわかりやすく簡潔に記載

すること。  

※概念図や表、イメージ図等に添えるキャプションは１２ポイント未満でも可とするが、読み

やすい大きさであること。 
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（７）評価基準 

① 参加者資料の評価基準は次による。 

  

 

② 業務提案書の評価基準は次による。 

 

 

（８）その他 

① 業務提案書の作成に要する費用は、提案者の負担とする。 

② 業務提案書は、１事業者につき１提案とする。 
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③ 提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。ただし、提出書類の脱漏又は不明確な表

示等があり、かつ本市が認めた時はこの限りではない。 

④ 業務提案書の著作権は提案者に帰属する。ただし、優先交渉権者（契約予定事業者）として

特定された者の業務提案書について、本プロポーザルに関する報告や公表等のために必要

な場合は、利用できるものとする。 

  なお、提出された書類は、所沢市情報公開条例に基づき公開する場合がある。 

⑤ 業務提案書に記載した内容は、提出される業務実施体制により、発注者の承認を得て、当

該業務を履行するものとする。 

⑥ 業務提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本国以外

の国に法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じ

た一切の責任は提案者が負うものとする。 

 

 

９ 質疑の受付及び回答 

本業務に関し質疑がある場合は質疑用紙（様式７）により提出すること。口頭による質疑は受け

付けない。 

（１）提出期限 

令和７年１２月１８日（木）から令和７年１２月２５日（木）午後５時まで 

 

（２）提出方法 

ファイル形式は Excel で、電子メールによる提出のみとする。 

メールの件名は「【CM】所沢市質疑書（事業者名）」とすること。 

※なお、質疑のない場合は、提出する必要はない 

 

（３）提出先 

「３ 事務局」に記載する、本業務の事務局宛（k90101@city.tokorozawa.lg.jp）に提出す

ること。 

電子メール送信後、事務局まで到着確認をすること。 

 

（４）回答 

本市のホームページに質疑及び回答を公表する。 

トップページ＞市政情報＞中核市への移行＞保健所の整備＞所沢市保健所整備コンストラク

ション・マネジメント業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します 

（https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/chukakushi/hokenjo

seibi/hokenjyocm.html） 
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１０ プレゼンテーション及びヒアリング 

（１）実施日時（予定） 

令和８年２月４日（水）午前９時より午後５時迄 

 （予備日時 ： 令和８年２月５日（木）午前９時より正午迄） 

① プレゼンテーションの詳細な日にち・時間帯については、別途、電子メールにて通知する。  

② 業務提案者数などにより日時・場所（所沢市内に限る）を変更する場合がある。 

③ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とする。 

 

（２）実施場所 

所沢市役所 ３階 第５委員会室 

 

（３）実施時間 

１事業者につき１５分とする。その後、質疑応答の時間を３０分程度設ける。  

 

（４）説明者 

説明者については、本業務を担当する管理技術者及び建築（総合）主任担当者を必須とし、そ

の他提案事業者に所属する者の中から選出した計４名以内とする。 

 

（５）その他 

① プレゼンテーション及びヒアリングは、参加者が提出した業務提案書により行うものとし、新

たな内容の資料提示は認めない。なお、 プロジェクターやパネル等の使用は認めない。 

② 受注者は、業務提案書に記載した事項及びプレゼンテーションにおける説明内容、選定委

員会及び事務局の質疑に対する回答内容について遺漏なく履行しなければならない。 

③ 参加申込書類の内容を本市が確認した結果、「６ 参加資格要件等」を満たさないことが判

明した場合は、プレゼンテーション及びヒアリングに参加することはできない。 

 

 

１１ 業務提案者の失格 

業務提案者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 「６ 参加資格要件等」を満たさなくなった場合 

② 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

③ 提出書類の提出日、提出場所、提出方法及び記載等が本要項に適合しなかった場合 

④ 審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為があった場合 

⑤ 業務提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

⑥ その他選定委員会が失格と認めた場合 
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１２ 契約予定事業者の選定方法 

（１）選定方法 

契約予定事業者の選定は、本市の職員で構成する「所沢市保健所整備コンストラクション・

マネジメント業務委託事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）が実施する。なお、審

査委員会での選定は非公開とし、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

選定委員会は、事業者及び担当者等の実績、業務提案書内容及びヒアリング、参考見積等

を総合的に審査し、優先交渉権者（契約予定事業者）及び次点交渉権者として決定する。 

参加事業者が１者の場合も選定を実施するが、得点が総合点数の６割以上を超える者が１者

もいない場合は、優先交渉権者、次点交渉権者なしとする。 

 

 

（２）選定結果の通知 

選定結果の通知については、提案のあった全事業者に対し、令和８年２月中旬に電子メール

にて通知する。 

 

（３）選定結果の公表 

選定結果について、次の内容を本市ホームページで公表する。 

① 優先交渉権者（契約予定事業者）の名称 

② 次点交渉権者の名称 

 

 

１３ 契約 

（１）契約方法 

優先交渉権者（契約予定事業者）と協議し、業務提案内容を反映した仕様書に調整した後で

契約を締結する。契約の手続きは、所沢市契約規則の規定によるものとし、この契約の手続き

の完了までは、発注者との契約関係が生じるものではない。 

また、優先交渉権者（契約予定事業者）が契約を締結するまでの間に失格事項が判明した場

合、 又は辞退した場合は、次点交渉権者と協議の上で契約を締結するものとする。 

 

（２）支払い 

「４ 提案上限金額」（内訳）に記載の各段階ごとに業務完了後一括払い 

 

（３）その他 

DB事業者との契約締結後、実施設計から開所に至るマネジメント業務（（仮）所沢市保健所

整備コンストラクション・マネジメント業務委託仕様書（B））を別途想定している。次期業務の実

施にあたっては予算の成立を前提とし、事業者の選定、契約の方法等は、本業務の履行状況

や周辺状況を総合的に勘案した上で、決定する。 

なお、「（仮）所沢市保健所整備コンストラクション・マネジメント業務委託仕様書（B）」に記載
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した内容を見直す場合や、発注者の都合により各段階の業務ごとの契約となる場合がある。 

 

 

１４ プロポーザルの中止等 

やむを得ない理由により、プロポーザルを実施できないと認められるときは、中止又は延期する

場合がある。その場合、プロポーザルの準備に要した費用を本市に請求することができないもの

とする。 

 

 

 以上 


